
（令和５年１0月末現在）

合計 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

２年度 27 0 1 0 1 1 3 0 2 4 15 0 0

３年度（通常コース） 186 0 5 0 5 34 76 9 11 12 29 1 4

３年度（特例コース） 9 1 5 3

４年度（通常コース） 258 2 4 6 13 42 117 14 11 7 19 8 15

４年度（特例コース） 63 0 1 0 3 0 1 4 9 14 31

５年度（8月31日から拡充措置） 362 19 15 22 30 86 129 61

＊

業 種 別 一 覧 表
２年度

業種別 合計 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
E製造業 5 1 2 2

I卸売業，小売業 4 1 1 2
K不動産業，物品賃貸業 1 1

L学術研究，専門・技術サービス業 2 2
M宿泊業，飲食サービス業 7 1 1 1 4

N生活関連サービス業，娯楽業 1 1
O教育，学習支援業 1 1

P医療，福祉 5 1 4
Rサービス業（他に分類されないもの） 1 1

合計 27 0 1 0 1 1 3 0 2 4 15 0 0

３年度
業種別 合計 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

Ａ農業・林業 6 2 1 1 1 1
Ｄ建設業 2 1 1
E製造業 22 6 12 1 2 1

Ｇ情報通信業 1 1
Ｈ運輸業・郵便業 1 1
I卸売業，小売業 27 1 1 17 1 1 2 1 3

K不動産業，物品賃貸業 2 1 1
L学術研究，専門・技術サービス業 6 3 1 1 1
M宿泊業，飲食サービス業 49 1 1 4 20 3 2 6 10 2

N生活関連サービス業，娯楽業 24 1 9 1 2 7 2 2
O教育，学習支援業 7 1 2 1 2 1

P医療，福祉 39 2 3 19 6 1 1 2 5
Rサービス業（他に分類されないもの） 9 4 1 2 1 1

合計 195 0 5 0 5 34 76 9 11 12 30 6 7

４年度
業種別 合計 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

Ａ農業・林業 4 1 3
Ｄ建設業 8 1 3 1 1 1 1
E製造業 25 1 13 2 4 4 1

Ｇ情報通信業 2 1 1
Ｈ運輸業・郵便業 5 1 1 3
I卸売業，小売業 30 1 1 3 7 2 5 2 8 1

K不動産業，物品賃貸業 5 1 2 1 1
L学術研究，専門・技術サービス業 7 1 1 1 1 1 2
M宿泊業，飲食サービス業 82 1 3 1 1 20 22 6 4 8 12 2 2

N生活関連サービス業，娯楽業 80 1 7 5 51 1 1 3 3 1 7
O教育，学習支援業 9 1 3 1 1 2 1

P医療，福祉 51 1 1 2 10 13 3 4 1 11 2 3
Rサービス業（他に分類されないもの） 13 1 4 2 1 1 3 1

合計 321 2 5 6 16 42 118 18 20 21 50 8 15

５年度
業種別 合計 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

Ａ農業・林業 6 1 1 1 2 1
Ｄ建設業 11 1 1 1 5 3
E製造業 27 2 1 3 5 11 5

Ｇ情報通信業 3 1 2
Ｈ運輸業・郵便業 4 2 1 1
I卸売業，小売業 49 3 2 1 3 8 26 6

K不動産業，物品賃貸業 2 1 1
L学術研究，専門・技術サービス業 7 1 1 5
M宿泊業，飲食サービス業 96 8 1 11 9 28 24 15

N生活関連サービス業，娯楽業 62 4 4 3 8 17 15 11
O教育，学習支援業 10 1 5 3 1

P医療，福祉 75 4 2 6 16 35 12
Rサービス業（他に分類されないもの） 10 1 2 1 6

合計 362 19 15 22 30 86 129 61 0 0 0 0 0

＊ 業種別の申請件数は、通常・特例のコースがある場合は両コースを合計したもの。令和2年度はE製造業からRサービス業ま

での合計である。

業務改善助成金申請状況（神奈川労働局 雇用環境・均等部企画課）

令和4年度の特例コースの申請期限は令和5年1月末まで　令和5年度はコースの区分けなし。


